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1 昭和 60年 8月7日{水曜日)午前 10時

1 館山市役所議場

1 出席議員 2 6名

1番 神田 守隆 2番 田沢 勝信

3番 山中金治郎 4番 日下 君敏

6番 生稲 陸 7番 榎本 春光

8番 小宮 利夫 9番 福原 勤

1 0番 横溝 功 1 1番 飯田 議男

1 2番 石井 謀 1 3番 石井 昌治

1 4番 伊藤幸太郎 1 5番 渡辺 昭夫

1 6番 松下 正己 1 1番 近藤 好雄

1 9番 黒川 平治 2 0番 石井 武敏

2 1番 吉田勇治郎 2 2番 林 豊

2 3番 伊賀 多朗 2 4番 流山源次郎

2 5番 五十嵐 昇 2 6番 石井 正

2 1番 安西 益男 2 8番 安海 徳頼

1 欠席議員 1名

5番 JlI名 正ニ

1 出席説明員

市 長 半樺 良一 助 役 小倉 澄男

収 入 役 山田 俊康 市長公室長 斉藤 武男

総務 部長 川畑喜代志 教育委員会杉村 芳枝

教 育 委員会 福原
委員長

教育 長 修

1 出席事務局職員

事務 局長 庄司 利光 事務局長補佐 兵藤 恭一

書 言己 鈴木 哲 書 記 土橋 康彦

書 記 熊井 成和

1 議事日程

昭和 60年 8月7日午前 10時開講

日程第 1 会議録署名議員の指名
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日程第 2 会期の決定

議案第 35号 館山市長及び助役の給制月額の特例に関する

条例の専決処分の承認について

日程第 3~議案第 3 6号 工事請負契約の締結について

議案第 37号 工事請負契約の締結について

議案第 38号 工事請負契約の締結について

開 会午 前 10時 o3分

。議長(流山源次郎君) 本日の出席議員数 26名、乙れより昭和 60年

第 1回市議会臨時会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。

議長の報告

。議長(流山源次郎君) 本臨時会議案審議のため、地方自治法第 121

条の規定による出席要求lと対し、お手元lと配付のとおり出席報告がありま

したので、御了承願います。

議案の配付

。議長(流山源次郎君) ただいま市長から議案並びに説明書の送付があ

りました。

議案並びに説明書を鹿付いたさせます。

配付漏れはありませんか。一--f担付漏れなしと認めます。

本自の議事はお手元lζ配付の日程表により行います。

会議録署名議員の指名

0議長{流山源次郎君} 日程第 1、会議録署名議員の指名を行います。

1番議員神田守隆君、 28番議員安海徳順君、以上両君を指名いたしま

す。

会期の決定

。議長(流山源次郎君) 日程第 2、会期の決定を行います。

本蹟時会の会期はっき議会運営協組会の意見は本日 1日という乙とであ
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ります。

お諮りいたします。会期を本日 1日と定めます乙とに御異議ありません

か。

( r異議なし Jと呼ぶ者あり)

0議長(流山源次郎君) 御異議なしと認めます。よって、会期は本日 1

日と決定いたしました。

議案の上程

。議長(流山源次郎君) 日程第 3、譜案第 35号乃至議案第 38号の各

議案を一括して議題といたします。

提案理由の説明

。議長(流山源次郎君} 乙れより各議案lζ対する提案理由の説明を求め

ます。

{市長半海良一君登壇)

0市長(半淳良一君) 本日、乙乙 lζ 急逮第一回市議会臨時会を招集いた

しましたと乙ろ、議員の皆様方はおかれましては、御多忙の中を御出席賜

り、ま乙とはありがとうございます。今回、急施を要するものとして御審

議をお願いいたします案件は、条例議案 1件及び一般語案 3件でございま

す。

以下、その甑要について御説明申し上げます。

まず、議案第 35号館山市長及び助役の給制月額の特例に関する条例の

専決処分の承認についてでございますが、コミュニティセンターの用地取

得lζ関連して起きた不祥事件はっきまして、管理者の責任を痛感し、それ

に対する処分として、本年 7月より市長にあっては 4ヵ月間、助役にあっ

ては 2ヵ月間それぞれ給斜月額の 100分の 10 IC相当する額を減額する

措置を講じるための条例を地方自治法第 119条第 1項の規定はより専決

処分をいたしましたので、議会に報告し、その承認を求めようとするもの

でございます。

本不祥事件が起きた乙とはま乙とに遺慢でありますので、乙うした事件

の再発を防ぐため、臓員tζ対し綱紀の粛正を通達する等の措置を講じると
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ともに、市長及び助授の給斜減額処分にあわせて、当時の上司であります

一般職の職員 lζ 対して、監督不十分はっき文書lとより割!告をいたしており

ます。

次lと、議案第 36号工事請負契約の締結についてでございますが、館山

市立九重小学校校舎改築工事lζ 係る指名競争入札において落札に至りませ

んでしたので、最低の価格をもって入札をした者から見積書を徴した結果、

9 8 4 0万円をもって株式会社計工事庖と随意契約により工事請負契約の

締結をしようとするものでございます。

工事内容といたしましては、現在の老朽化した特別教室棟を取り壊し、

音楽教室、理科教室、図画工作教室及び図書室を備えた鉄筋コンクリート

造り 2階建て、延べ面積 567m
2の校舎を建築しようとするもので、工期

を翌年 2月 28日までとするものでございます。

次lと、議案第 37号工事請負契約の締結についてでございますが、館山

市立富崎小学校屋内運動場改築工事lζ 係る指名競争入札の結果、富士土建

株式会社が 1億 2350万円をもって落札しましたので、同社と工事請負

契約の締結をしようとするものでございます。

工事内容といたしましては、現在の老朽化した屋内運動場を取り壊し、

体育室、ステージ、控室及び用具室等を備えた鉄筋コンクリート造り平家

建て、延べ面積 680m2の屋内運動場を建築しようとするもので、工期を

翌年 2月 28日までとするものでございます。

次lと、議案第 38号工事請負契約の締結についてでございますが、館山

市立那古幼稚園園舎防音改築工事l乙係る指名競争入札において落札iζ 歪り

ませんでしたので、最低の価格をもって入札をした者から見積書を徴した

結果、 90 3 0万円をもって渡辺建設株式会社と随意契約lとより工事請負

契約の締結をしようとするものでございます。

工事内容といたしましては、現在の老朽化した園舎を取り壊し、保育室

4室、教材室及び職員室等を備えた鉄筋コンクリート造り平家建て、延べ

面積 44 2. 13m2の園舎を建築しようとするもので、工期を翌年 2月 2

8日までとするものでございます。

よろしく御審議のほどお願いいたします。

0議長(流山源次郎君) 以上で提案理由の説明を純わります。
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質 疑 応 答

。議長(流山源次郎君) 乙れより各議案の審議を行います。

まず、議案第 35号館山市長及び助役の給料月額の特例lと関する条例の

専決処分の承認について御質疑を願います。

御質経ありませんか。

01番(神田守隆君} 市長、助役、それぞれに減給処分をしようとす志

ものでありますが、今度の公金横領事件について私は市長さんには重大な

2つの責任があろうかと思うわけであります。

1つは、 17 0 0万円もの公金横領をされてしまった、しかもその事実

について、 3年近くも何ら乙の事実についてわからなかったという点であ

ります。私は、職員に対する市長の監督上の責任、乙れがあるにもかかわ

らずそれを許してしまった、乙の責任が 1つは重大な問題だろうと思います。

もう 1つの責任というのは、公金横領というような事実が発賞した時点

で、乙れに対する制裁をきちんと行う市長としての責任であります。公金

横領の当事者には何らの懲戒処分が行われていないというふうに理解して

おります。公金横領という乙とが懲戒処分に該当しないという前例をつく

ってしまったという乙とは大変重大な問題かと思うわけであります。

乙の度の市長及び助役tと対する減給処分のその理由についてお聞かせを

願いたいと思うのでありますが、乙の処分の理由は、私が今申し上げまし

た監督上の責任を認めたもの、そして、さらに懲戒処分をしなかった上で

の責任を認めたもの、乙の両方の責任を認めたものというふうに理解をし

てよいものかどうか。

次tζ 、さきの定例会の最終日 tζ 、市長は本人を告発しなかった理由とい

う乙とで在職申の本人の仕事ぶりや、あるいは本人の将来の乙と、家族の

状況などから告発はしなかったんだ、乙ういうふうに述べておるわけであ

りますが、乙の告発という問題とはまた別個lζ市の市長の権限として懲戒

権があるわけであります。乙の懲戒処分をしなかった理由、乙れはその乙

とと同じ理由だというふうに理解をしてよいのか、また遣うのかどうか。

懲戒処分をしなかった理由、乙れをお聞かせ願いたいと思うんです。

3つ自に、 17 0 0万円の公金横領というわけでありますが、正確な金

額は幾らなのかという乙とです。そして、その公金横領された 17 0 0万
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円余のお金は何lζ使われたのか、市長の方ではその実態を把握しているの

かどうか、しているとすれば御説明を願いたいと思うわけであります。

以上、 3点にわたって御質問申し上げます。

0市長(半滞良一君} 市長及び助俊民対してその責任をとる意味で減給

処分をしたわけでございますが、ぞれは上司としての管理責任を感じたた

めでございます。懲戒処分しなかったための責任という乙とではございま

せん。

懲戒処分をしなかった理由については、先般の議会で申し上げましたよ

うに、実害がございませんでしたし、本人の将来、家族状況、在職申の仕

事ぷり、等を総合的tζ判断をいたして告発しなかったわけでございます。

横領金額は 11 3 3万 54 6 3円でございます。

その金額をどう使ったのか市としては承知いたしておりません。

o 1番(神田守隆君) 第 1の問題で、懲戒処分一一一監督上の責任による

みずからは対する責任を処分したものだ、したがって本人を懲戒処分をし

なかったその責任はお認めはならないという乙とは今の御答弁でわかりま

した。

そ乙で、私は、今回の事件、市長さんは実害はなかったと言っています

けれども、乙れが懲戒免職栢当だという乙とだとすれば、当然にも本人に

対する退職金は支払われない、乙ういう乙とになろうかと思うんでありま

す。

私は、今回の事件は一一一市長さんは乙の事件が、市長自身その事実をつ

かんでおりながら事件が表ざたになる乙とをおそれて懲戒処分を何らする

乙となく本人を依願退職させて、そしてその退職金で公金横領した穴埋め

4をさせよう、乙ういったような乙とがその動機ではないかという疑急を感

じておるわけなんです。

乙れでは、懲戒という乙との意味がやはり何ら生かされていないという

ふうに理解せざるを得ないわけで、免職という乙とは懲戒の申でも最高の

問題ですから、免職という乙とが相当であるかどうかという議論はそれは

それなりに必要だろうと思います。しかし、懲戒にあたるという乙とは乙

れは万人が認める乙とだろうと思うんですね。

ですから、私は市長さんが何らの懲戒処分をしなかった乙とはやはり聞
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違いではないか、先ほどお認めにならないわけですが、乙れは間違いでは

ないか、乙ういうふうに思うんですが、乙れは市長さん自身が自分の管理

監督上の責任を認めて処分をしたわけですから、本人lζ対して何lとも処分

がなかったというのはそれとの比較で見ても乙れは明らかだろうと思うん

ですね。

という乙とは、乙の懲戒処分をしなかったという乙とはやはり重大な問

題なんじゃないか。内容については免職かどうかとか、減給だとか、ある

いは停職だとか、いろんな段階、レベルがあろうかと思いますが、懲戒処

分をしなかった乙と、乙れ間違いじゃないですか。そういうふうにお認め

になりませんか。

0市長(半海良一君} そうした議論もあろうかと思いますけれども、具

体的には処分の内容については任命権者の裁量の範囲内でございますし、

本人がすでに依願退職をするという意思表示をしておりましたので、その

必要はないというふうに考えました。

o 1番(神田守隆君) そうすると、悪い乙とをして、そして見つかっち

ゃったという乙とになると依願退職をすれば処分が全くなくて済まされち

ゃうものだという乙とは、どうしても納得できない乙となんです。悪い乙

とをした乙とは悪い乙とをしたんだ、したがってそれだけの制裁処置、乙

れは受けるのは当たり前なんじゃないですか。依願退職は制裁でも何でも

ないですから。何にもしなかったという乙とが問題だと私は言っているわ

けで、その辺はいかがなんですか。

0市長(半海良一君) 本人が、そういう問題がなければ定年まで勤めら

れるにもかかわらず、 49歳でしたか、やめざるを得ないという乙とは、

その乙と自体がやはり制讃に値するというふうに考えております。

0議長(流山源次郎君) 他lと御質疑ございませんか。

02番(田沢勝信君) ただいま神田議員からも横領事件lと関与した職員

の処分の問題が質疑されましたが、私の方からは、市が 3年間も横領の事

実をつかめない、そういう管理上の責任について幾っかお尋ねをしたいと

思います。

1つは、あらかじめ事件の経緯を詳細lζ本会議の場で説明を願いたいと

思います。特に、問題になった土地を館山市が買収する、そういう計画が
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あったわけでありますが、乙の買収計画につきましては、市がコミュニテ

イセンターの用地を確保するための交換のために買収を予定した土地なの

か、それとも、またあのコミュニティセンターの用地lζ将来的lζ施策を進

めるためにぜひとも必要な土地であったのか、その買収目的を乙乙でお伺

いをしたいと，患います。

それから、経過の説明の申で、説明を詳しく願いたいと思うんですが、

乙の問題になった土地は確かに国有地であったと思います。今、現在の所

有権者はどなたになっているのか、その点も含めてお聞かせ願いたいと思

います。

乙の事件の経過の詳細の説明を受けながら、再質問をしたいと思います o

O市長公室長(斎藤武男君) 経過概要はっきまして御説明を申し上げま

す。

コミュニティセンターの用地の関係はっきましては、昭和 54年の 12 

月 5自に市の委託を受けまして開発公社が買収を開始したわけでございま

す。

それから、本件の土地の付近でございますけれども、御案内のように北

条字小作同じく字九反沼地先につきましては市内のスーパー業者一一寸主生

興産きんでございますけれども、業者の方が市の公社と両方で、時期を同

じくしてというよりもむしろ業者の方のほうが先に買収に入っていたわけ

でございます。

最終的には同一地先でございますので、買収が終わった時点で境界線と

申しますか、回や畑の買収でございますので、双方とも境界線が入り組み

あっておりますので、等積交換をいたしまして、区画整理をしようという

ような話し合いをしていたわけでございます。

ただいまの本件の物件の関係でございますが、昭和 56年の 11月の 2

自に市の開発公社は神奈川県の在住の地権者一一Aでございますが、と同

地先の地目田んぼ 964m2
を土地価格 17 3 3万 54 6 3円一一づもほど市

長が申し上げたとおりでございますが、売買契約を結んだわけでございま

す。

ぞれから、昭和 56年 11月 26日lζ 乙の所有権の移転登記をしてござ

います。所有権の移転登記の受付番号につきましては、第 1万 3201で
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ございますが……。

それから、昭和 56年の 11月 27日lと支払い決議伝票はよりまして決

裁を受けまして、千葉銀行館山支庖lと払い込みをしたわけでございます。

さらに、昭和 56年の 12月 2自に千葉銀行館山支庖振込の受取証がき

たわけでございます。

乙のように、市の公社としましては正式な手続きを経てあの土地を確保

した、乙のように解釈をしていたわけでございます。

御案内のように、あの境界線の付近につきましては、相続関係の訴訟の

問題もございましたし、ぞれから、さらに他への土地の交換も応じられな

い地権者の方がいらっしゃったわけでございます。そんな関係で境界線を

区画整理をしたいという乙との前提の申でいたわけでございますが、乙れ

らの問題が解決しておりませんでしたので、ぞれがたまたま 59年の一一一

訴訟関係につきましては 59年の 1月に解決しております。ぞれから他へ

の土地の交換問題はっきましてもいろいろございましたけれども、乙れも

5 9年の 7月ぐらいに話がついたという乙とで、公社の関係の、買収の関

係につきましては一応の見通しができた、経過は 3年を経ておりますけれ

ども、そういう申で区画整理一一境界線を定めましょう、そういうような

経過を踏まえまして佐生興産と打ち合わせは入ったわけでございます。

打ち合わせの過程の申で、先ほどお話申し上げました物件はっきまして

は、昭和 56年の 9月の 9自に当方で買収しておりますよという話がちら

つと出たわけでございます。何かお間違いになっていらっしゃるんじゃな

かろうかというふうに私どもは解釈をしていたわけでございます。慎重に

確認をしたわけでございますが、そちらさんの方にも売買契約書でありま

すとか、支払い調書でありますとか、領収書の関係でありますとか、そう

いう事実関係をお持ちになっていたわけでございます。

したがいまして、当時の担当の本入金呼びまして一一ーすでにそのときに

は病院に入院したち何かしておりましたけれども、説明を求めたわけでご

ざいます。最終的には先ほどの金額については、いわゆる買収した土地代

金でございますけれども、私が着服していましたというような自白があっ

たわけでございます。

経過としましては以上でございますが、買収目的としましては一応あの
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コミュニティセンター予定地内というととで、必要程度のものを買収して

いきたいという乙とで交渉していたわけでございますが、さきの全協の際

lとも御報告申し上げでございますけれども、やや先lと企業が買収に入った

わけでございますが、市の公社と民間中小企業では比重が違いますよ、計

画面積も買収できない状況でございます、市がひとつ理解と協力をしてほ

しいというような社長からの再三の申し入れがあったわけでございます。

したがいまして、その時点でひとつ両方が買収が終わった時点でいずれ

境界線の区画整理をしなくちゃなりませんから、その時点でひとつお話し

合いをしましょう、そういうような覚え書きも交わしたわけでございます。

現在の所有者の関係でございますが、館山市が所有しております。

02番(田沢勝信君) ただいま経過の説明を聞いて、おおむね経過につ

いては理解ができたわけでありますけれども、先ほど市長さんは今回の横

領事件で市は実害を乙うむってない、そういうお話もあるわけですが、当

初市として買収をする、結果的lとは買収できなかった、という乙とになろ

うかと思うんですね。そういう乙とを考えますと、実害がなかったとは必

ずしも言えないんじゃないか、そういうふうに思うわけですが、市長さん

が言っている実害がなかったという理解の問題なんですが、確かに横領し

た金は市に返ったというととで実害がなかったという乙となのか。当初の

買収目的が遣し得ない、そういう乙とを考えますと実害があったと思うん

ですね。その点について市長さんが言われる実害がなかったという乙とは

どういう意味なのかお聞かせ願いたいと思うんですが……。

。市長(半揮良一君) 金銭的な実害がありませんでしたし、またコミュ

ニティセンター土地取得の計画についても計画どおりの一一づ伝ほど申し上

げましたスーパー業者との土地交換するための予定どおりの土地の取得は

できたというふうに理解しております。

02番(田沢勝信君) あまりよくわからないんですが、乙の問題になっ

た土地は市として買収したかった土地なわけですね。ぞれが買えなかった。

今の市長さんの話聞きますと、業者との土地交換のための土地は手に入っ

たんだという説明なんですが、あまりよくわからないんですね。

私は、市として買収しなければいけない土地、乙れが結果的iとは手lζ入

らなかった、という乙とで実害があったんじゃないか、という乙とでお尋
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ねしているんですが……。

o市長公室長(斎藤武男君) コミュニティセンター用地の買収面積でご

ざいますけれども、 4万 9699m2、坪数では 1万 50 3 4坪でございま

すが、当初予定しておりました面積は一応確保したわけでございますが、

ただ先ほども申し上げましたように隣接の企業の方が若干早く買収に入っ

たわけでございますが、市の公社が後から入った関係がありまして、先ほ

どちょっとお話ししたように比重が遣いますよというような乙とで、向乙

う繊の予定面積を市の公社の方で買収をしてたという経過もございますも

のですから、境界線の区画整理の段階で若干ぞれらの点もみたらどうだろ

うか、そういう申のものでございます。

0議長{流山源次郎君) 他に御質疑ございませんか。

03番{山中金治郎君) 私、乙の事件はま乙とに不幸だと思います。乙

の事件が起きた理由として 1つ考えられるのは、普通の民間であればそう

いう用地交渉に入るときに、計画してどうしても乙の地所を手lζ入れなく

ちゃいけない、何が何でも乙れを買って乙いというときには、やっぱりそ

れ相応の私は交際費を準備しでかかります。それは役所でありますので、

そのような無理して行動をとるときのそういうふうな交際費のような形の

ものが予算化されておったのかどうか、また開発公社の現金の取り扱い責

任者はどなただったのか、まずその点をお伺いします。

。市長公室長(斎藤武男君) 交際費も若干ちょうだいしでございますけ

れども、いわゆる 2、 30 0 0円程度のお菓子を手土産としましてお願い

に番上しております。

それから、経理の関係でございますが、公社は公社としましての規程と

いうものがございまして、その中で経理担当もいまして、それらの関係を

やっておるわけでございます。

03番(山中金治郎君) 今、お伺いしておりますと、まことにそのよう

な交際費というのはわずか過ぎた、私はこの事件が起きたのはやはりその

辺のことが 1つ原因ではなかろうかと思いますので、今後はその問題につ

いては十分私は検討していただきたいと思います。

それと、乙ういうふうな犯罪が起きてしまった、乙ういうふうな事件が

起きてしまったので、乙れはやはり信賞必罰でぴしっと私はすべきだと思
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う。そういう考えからいきますと、本当iζ言いづらい乙とでありますけれ

ども、乙れに関した直接の上司の人が文書による訓告だけというのは私は

ちょっと甘いんじゃないか。それに、そういうふうな事事的責任にプラス

の政治的の責任がある市長、助役の今回の処分も私はどうも軽過ぎるよう

な気がするんですが、その辺の乙とをひとつお伺いしたい。

(傍聴席にて発言する者あり)

0総務部長{川畑喜代志君) 上司の責任の度合いが軽いのではないかと

いう御質問ですけれども、今回の処分にあたりましては各市の状況等を勘

案いたしまして処分いたしたものでございます。

以上です。

03番(山中金治郎君) いつもそのような答弁になってくるわけですけ

れども、乙れは実害がなかったという乙とでありますけれども、実際には

退職金の 14 0 0万のうちの半額は乙れは市民の税金なんです。税金を使

わなくて済んだ乙とは、そうやってそ乙へ乙の税金を突っ込んでしまった

という乙とは、市民lζ対しては非常に乙れだけの負担をかけた乙とは事実

なんです。(傍聴席lζ て発言する者あり}ですから、そういうふうに考え

ますと、市民には実害があったわけなんです。非常に私は残念な乙となん

ですけれども、今後乙ういうふうな乙とが絶対起きないという乙とで市長

さんは職員のみんなに対して訓示をなさったようでありますけれども、実

際はそういうふうな市民lζ対して負担をかけたということに対してどうい

うお考えか最後にお伺いしたい。

。市長(半海良一君) 乙うした事件が超乙りました乙とは、大変私の監

督不十分な結果でありまして、大変申し訳ないと思います。今後乙ういう

問題の起乙らないような十分な措置を講じていくつもりでおります。

。議長(流山源次郎君) 傍聴者の方lこ申し上げます。

審議最中は御静粛にお願いしたいと思います。

他l乙御質疑ありませんか。

027番(安西益男君} 今回の不祥事は大変残念な乙とだと思うわけで

ございますが、さかのぼって市長就任されて今日まで職員の乙ういった不

始末、そういった事件があったかどうか。あったとは思いますけれども、

やめた職員もいらっしゃるんじゃないかというふうに思いますけれども、
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どんなふうに処置なされたか、その点をやはりそういった事前の対処の仕

方に少し考えると乙ろがあるんじゃないかというものが感じられるわけで

す。

それと、またと乙にも御説明はありますように、 「乙うした事件の再発

を防ぐため、職員に対し綱紀の粛正を通達する等」というふうになされて

おりますけれども、乙ういった事柄について確たる今後の処置がはっきり

示されていないというと乙ろに、少し、もうちょっとはっきりした方針と

いうものが明示されてしかるべきだというふうに思いますけれども、今ま

での経過と今後の対処の仕方についてお聞かせいただきたいと思います。

。総務部長{川畑喜代志君) 過去乙ういうような事例についての処分の、

対応と申しますか、市の態度という乙とですけれども、乙ういう事件と申

しますか、金鎖的な面での不祥事と申しますか、乙ういう事例は過去にあ

った乙とはありました。ただ、懲戒免職処分をしたという事例はございま

せん。一一色ったと申し上げましたが、乙れは大分前のととでございまし

て、つい最近は乙ういう乙とは起乙つてはおりません。

ぞれから、職員に対する綱紀粛正の問題でございますけれども、乙うい

う問題はっきましてはやはり職員が市民の負託を受けて行政をやっておる

んだという乙との意識をまず持っていただくのが一番の問題でございます

ので、絶えずいろんな場においてそういう意識の高揖を図るように努めて

おります。

以上でございます。

021番(安西益男君} 前にあった事件は、現在やめている人もおりま

すけれども、どんなふうに処置されたか判然としませんけれども、やはり

こういった乙とを起乙すと大変だなという認識を職員全体に植えつけてい

かないと、大きな問題にならなければ何とかなる、なってしまうんだとい

うようなやはり感覚を持たれてはいけないというふうに思うわけでござい

ますので、そういった点再び乙ういう不祥事が起きないように十分日ごろ

の監督を徹底していただきたい、乙う思うわけでございます。

以上です。

O議長(流山源次郎君) 他lζ御質疑ございませんか。

010番{横溝 功君) まず、市長、助役さんの給制の専決処分をした
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理由、乙れをお伺いしたいと思います。

ぞれから、市長は任命権者の裁量によって懲戒処分にしなかったという

ような乙とでございますが、乙れはやっぱり判例によって市長は違法を犯

していると私は思います。裁量植を一一一確かに乙ういうものは裁量権です

けれども、非常に寛大過ぎる裁量権は本当に違法だと思います。専決処分

も違法だと思います。乙れについてお伺いしたいと思います。

それから、実害がなかった、乙うする乙とによって、あるいは本人の勤

務成績、あるいは家族の状況によって懲戒処分しなかったという乙とでご

ざいますが、乙れは皆さんが質問して、私也市長の答弁で理解するわけな

んですけれども、しかし、理由にならないですね。理由民ならない理由で

懲戒処分はしなかったというような乙とでございますので、そういう乙と

を強く指摘すると同時に、市長はとにかく穴埋めをするんだという考えが

強過ぎてしなかったんじゃなかろうかと私は疑念するわけで、理由民なら

ない乙とを理由としてやっているという乙とは、それによって、そういう

乙とをしない乙とによって穴埋めをしたという乙とは、本当に遺憾な乙と

だと思います。他lζ 方法がなかったのかどうか、穴埋めの方法がなかった

のかどうかをお伺いしたいと思います。

それから、 4番目は、乙の新聞に出るまでわれわれにひた隠しにしてい

たという乙とは、市長は本当に議会軽視だと私は思うわけでございまして、

乙の点も遺憾に思うわけでございます。

以上、簡明なる答弁をお願いしたいと思います。

。市長(半海良一君) 専決処分の問題でございますが、乙れは県内の過

去にいろいろ事故の起乙った自治体について調べましたところ、例えば佐

原とか成田とか佐倉とか松戸とかいずれも専決処分を行っております。つ

い最近では富里町が町の議決を経ておりますけれども、伺いますとたまた

ま臨時議会が予定されていたので議会に提出したということのようでござ

います。

先般の 6月の議会lとおきまして、御答弁申し上げましたとおり、 「議員

の皆さま方から承りました御意見を参考にいたしましてしかるべき処置及

び対策を早急にとる決意でございます Jと申し上げましたので、早急に処

分を決めたい、そういう乙とで専決をいたしたわけでございます。

F
B
 

官
A



また、懲戒の問題でございますが、市長の裁量権の問題については乙れ

またいろいろ御意見の分かれると乙ろだろうと思いますが、私は私の考え

で行ったわけでございます。

乙の問題が譜会を軽視という乙との御意見でございましたけれども、決

してそういうつもりはございません。

010番(横溝 功君) よそが専決処分したからしたんだという、理由

はならない理由を市長は言っているわけでございまして、乙れ以上言って

もしょうがありませんけれども、専決処分というものは本当に法lζ 合った

ものならいいわけなんですけれども、合わないわけですから今後十分に市

は気をつけてもらいたいと思います。

ぞれから、市長の載量権は、私は市長は違法を犯していると思います。

乙れも見解の相違でございますが、私は市長と考えを異忙しております。

議会軽視の方は、それでいいと思いますが、今後とも密接に議会と一体

となってやる乙とが市民に対する行政上いい乙とですから、市民福祉につ

ながる乙とですから、絶えず市と議会が一体となって市行政を行っていく

という乙とを共に、特lζ 市長忘れないようにひとつお願いしたいと思いま

す。

以上で一応終わります。

0議長(流山源次郎君) 他に御質疑ありませんか。一一樹質疑なしと認

めます。よって、質疑を終結いたします。

委員会付託の省略

。議長(流山源次郎君) お諮りいたします。

本案については委員会の付託を省略いたしたいと思います。乙れに御異

議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり)

。議長(流山源次郎君) 御異議なしと認めます。よって、委員会の付託

を省略する乙とに決しました。

討論

。議長(流山源次郎君) 乙れより討論を行います。
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o 1番(神田守隆君) 市長及び助役の給制の減額をしようとする今度の

乙の条例の専決処分についてでありますが、賛成の討論をいたします。

私は、今回の公金横領事件を起乙したその責任は大変重大だと言わなけ

ればなりません。今度のその処置は市長の管理監督上の責任をみずから明

らかにしたものだという点で、その点を認めるものであります。

しかし、今度の乙の事件そのものは、乙の専決処分それだけで済むとい

う性格のものではありません。私は乙の専決処分それ自身iとは賛成するも

のでありますが、あえて今度の乙の問題で市長が何らの懲戒処分をしなか

ったその責任、そして、さらにまた告発の処置をとらなかったその責任、

乙うした問題は依然として残されている重大な問題点であると強調しなけ

ればならないと思うわけであります。

特lと、先ほど依願退職をもって本人に対する制議は十分であるとの乙う

した答弁は全く理解できないと乙ろであります。私は何ら告発もなく懲戒

処分もなしに依願退職で許されてしまった市長の責任巻今後とも追及しな

ければならないと考えております。

乙の点を主張し、乙の専決処分そのものに対する賛成討論といたします。

O議長{流出源次郎君) 他に討論ありませんか。一一討論なしと認めま

す。よって、討論を終結いたします。

採決

。議長(流山源次郎君) 乙れより採決いたします。

採決は起立により行います。

本案を承認する乙とに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

O議長{流山源次郎君) 起立多数であります。よって、本案は承認する

乙とに決しました。

質 疑 応 答

。議長(流山源次郎君) 次いで、議案第 36号工事請負契約の締結につ

いて御質疑を願います。

御質疑ありませんか。--fI割質疑なしと認めます。よって、質疑を終結
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いたします。

委員会付託の省略

。議長(流山源次郎君) お諮りいたします。

本案については委員会付託並びに討論省略、直ちに採決する乙とに御異

議ありませんか。

{ r異議なし Jと呼ぶ者あり)

0議長(流山源次郎君) 御異議なしと認めます。よって、決定いたしま

した。

採決

。議長(流山源次郎君} 乙れより採決いたします。

本案を原案どおり可決する乙とに御異議ありませんか。

{ r異議なし」と呼ぶ者あり)

。議長(流山源次郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案ど

おり可決きれました。

質疑 応答

。議長(流山源次郎君) 次いで、議案第 37号工事請負契約の締結につ

いて御質疑を願います。

御質疑ありませんか。一一寸蹄質疑なしと認めます。よって、質疑を終結

いたします。

委員会付託の省略

。議長(流山源次郎君) お諮りいたします。

本案については委員会付託並びに討論省略、直ちに採決する乙とに御異

議ありませんか。

{ r異議なし」と呼ぶ者あり)

0議長(流山源次郎君) 御異揺なしと認めます。よって、決定いたしま

した。
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採決

O議長(流山源次郎君) 乙れより採決いたします。

本案を原案どおり可決する乙とに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぷ者あり)

0議長(流山源次郎君} 御異議なしと認めます。よって、本案は原案ど

おり可決されました。

質疑応答

。議長(流山源次郎君) 次いで、議案第 38号工事請負契約の締結につ

いて御質援を願います。

御質疑ありませんか。一一組l質疑なしと認めます。よって、質疑を絡結

いたします。

委員会付託の省略

。議長(流山源次郎君) お諮りいたします。

本案については委員会付託並びに討論省略、直ちに採決する乙とに御異

議ありませんか。

( r異議なし Jと呼ぶ者あり)

0議長(流山源次郎君) 御異議なしと認めます。よって、決定いたしま

した。

採決

。議長(流山源次郎君} 乙れより採決いたします。

本案を原案どおり可決することに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり)

。議長(流山源次郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案ど

おり可決されました。

閉 会午前 10時 55分

。議長(流山源次郎君) 以上で本臨時会lζ 付議されました案件は議了さ

れました。
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よって、乙れにて第 1岡市議会臨時会を閉会いたします。

0本日の会議lζ付した事件

1 会議録署名議員の指名

1 会期の決定

1 議案第 35号乃至議案第 38号

地方自治法第 123条第 2項の規定はより署名する。

館山市議会議長 流 山源次郎

館山市議会議員 神 田 守 隆

館山市議会議員 安 津 1恵 頼
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